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戦後日本における学校への臨床心理学的知の導入過程

保 田 直 美

【要 旨 】

近年、特 に学校 を中心 に、ス クールカウンセラーの導入 とい う形で、臨床心理学の考え方が広が りつつある。実

は、このような動 きは最近 に限ったこ とで はない。文部省 の主導で学校 に臨床心理学的な考 え方を導入 しようとす

る試 みは、今 回で戦 後3度 目である。1950年 前後 に行 われた1度 目の試 み、1960年 代半ば に行 われた2度 目の試み、

そ して1980年 代以降か ら現在 まで続いている3度 目の試 みである。臨床心理学 の考 え方の導入 という意味では、1度

目 ・2度目は芳 しくない成果 に終わっているが、3度 目の今 回はス クールカウンセラー制度の確立 とい う形で成功 し

つつある。本稿では、その3度 の試みの歴史 的経過 を、特 に、文部省 と臨床 心理学者の関心 に注 目して整理 した。

結果、1度 目は専 門学会が できてお らず 、臨床心理学者間で関心の統一がで きてい なかった こと、2度 目は臨床心理

学者の関心が学校で はな く病院での地位 向上に向 き、完全 に文部省 と関心が食い違 っていた こと、3度 目は両者の

関心が 「専 門職 としてのカウンセ ラーを学校 に導入する」 とい うことで一致 していることがわかった。 この結果 は

関心の一致の させ方が次 第に巧み になってい ることを示唆 している。

1.は じめに:本 稿の 目的

現 在 、 中学校 を中心 に学校 へ の 臨床 心理 学 的知1>の 導 入 が進 み つつ あ る。 そ れ は主 に、 文部 省2)の 先

導 で、 ス クール カ ウ ンセ ラー と して 「臨床 心理 士」 を各校 に配属 す る こと によ って行 われ てい る。 臨床 心

理士 とは、 文部 省認 可 の財 団法 人で あ る 日本臨 床心 理 士資 格認 定協 会が 認定 す る資 格 で 、2000年3月31日

時点 で7085名 が認 定 を受 けてい る3)。 この資 格 は 国家資 格 では ない た め、 当然 、業務 独 占や身分 独 占 を定

め る法律 を伴 っ ては い ない 。 しか し、文 部 省 が平 成7年 度 年度 か ら平 成12年 度 にか けて進 め て いた ス クー

ル カ ウ ンセ ラー活用 調査 研 究委託 事 業 にお いて 「臨床 心 理士 な ど」(文 部省1997)を ス クール カ ウ ンセ ラ

ーに採 用す る こ とが 指示 された ため
、次 第 に医師 ら と同等 の 「専 門家」 と して注 目 を集 める よ うにな りつ

つ あ る。 この臨床 心理 士 が ス クール カ ウ ンセ ラー と して派 遣 され る学校 数 は、 ス ク ール カ ウンセ ラー の派

遣校 の増 加 に伴 って 年 々増加 してお り、平 成10年 度で は1497校 にのぼ っ てい る。 さ ら に、 同事 業 は平成13

年度 か らは都 道府 県 を主 体 と した国 の補助 事 業 に転換 し、 今後 もス クー ル カウ ンセ ラー の配置校 は増加 す

る予 定 であ る。 しば ら くは公 立 中学校 を中心 に、 ス ク ール カウ ンセ ラー を通 して 臨床 心理 学的 知 が広 が っ

てい くこ とに間違 い は ない だろ う。

しか し実 際 には、 文部 省 の主 導で 学校 に臨床 心 理学 的知 を導 入 す る とい う この よう な試 み は戦後 初 めて

の こ とで は ない 。文部 省 の 動 きに注 目 して数 え るな ら、 今 回で3度 目で あ る。1度 目は1950年 代 前半 、2度

目は1960年 代 半 ば ～1970年 代 半 ば に、文 部省 は臨床 心理 学的 知 の学校 へ の導 入 を試 みて いた と考 え られる。

ただ し、1度 目 ・2度目はあ くまで も教 師 にカ ウ ンセ リン グ技術 を身 に付 け させ生 徒指 導 主事 と して配 置す

る とい う形 態 が 目指 され てい た。1度 目は 自治 体 に よって は カ ウ ンセ ラ ー を取 り入 れ た とこ ろ もあ るが 、

全 国 的な制 度 と して は成立 しえ なか った。2度 目は1975年 に生 徒指 導 主事 が法 制化 され る形 で結実 したが 、

諸事 情 に より臨床 心 理学 的 な考 え方 が その職務 や 養成 に十 分反 映 され る こ とはな か った。つ ま りどち らも、

臨床心 理 学 的知 の導 入 とい う意 味 で は、 中途 半端 な結 果 に終 わ って い る。 しか し、3度 目 にあた る今 回 は

やや様 子 が異 な ってい る。1985年 に 日本心 理臨床 学 会 が文部 省 に接触 を開始 した当初 か ら、 文部 省 は、教

師 をカ ウ ンセ ラー にす る ので は な く専 門職 と して の カ ウンセ ラ ー を学 校 へ導 入 す る こ とを企 図 して いた 。

そ して今 回、 臨床心 理 学 的知 は、 この 専 門職 としての ス クール カ ウ ンセ ラー(臨 床 心理 士)を 通 して広 く

学 校 に定着 しつつ あ る。

さて、 この よ うな学校 へ の 臨床 心 理学 的 知 の定着 を考 え る と き、 なぜ1度 目2度 目は失敗 し、3度 目 は成

功 しつ つあ るの か とい う疑 問 が起 こ って くる 。なぜ 、 あ る場合 は成功 しあ る場 合 は失 敗 す るの だ ろ うか 。
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何 が 成否 に影 響 してい るの だろ うか。 本稿 の 目的 は、 この よ うな疑問 につ い て今 後 考 察 を進 めて い く上 で

の手 が か りを得 る こ とにあ る。具 体 的 には、 これ まで の 臨床 心理 学的 知 の学校 へ の導 入 をめ ぐっての 大 ま

か な歴 史的経 過 を、各 時期 にお ける各 集 団の 関心(interest)の 所在 に注 目 して整 理 す る作業 を行 う。

本 稿 で言 う各 時期 とは、ここ まで 述べ て きた文 部省 を主体 とす る試 み に よって分 類 され た時期 の こ とで、

1度 目は1950年 代 前半 、2度 目は1960年 代 半 ば～1970年 代 半 ば、3度 目は1980年 代 半 ば以 降 か ら現 在 まで を

指 してい る。 もち ろん 、そ れ らの試 み の狭 間 の時 期 につ い て も随時 言及 す る 。 また 、各 集 団 とは 主 に、3

度 の試 みの 主体 で ある文 部省 と、臨床 心理 学 的知 の担 い手 で あ る臨床心 理学 者 集団 を指 す。特 に本 稿 では 、

文部 省 の動 きに従 って 区分 した時 期 ご との臨 床心 理学 者 の動 きに注 目 したい 。 なお、 ここで は便 宜上 、臨

床 心 理学 者 には、 いわ ゆ る大 学等 に所 属 す る研 究 者 だ けで な く、 病 院等 で実務 を行 う実践 家 も含 み、 臨床

心理 学 を学 ぶ者 と して広 く考 え てい る。

そ して、 その 臨床 心理 学者 の動 きは、 関心 に注 目す る形 で整 理 す る。 関心 に注 目す るの は 、臨床 心 理学

的知 の学 校へ の 定着 が成功 す る に は、 集 団的 な水 準 か ら個 人 的 な水準 まで 、様 々 な水準 で 定着 に対 す る合

意が 形成 され る必 要 が ある一 つ ま り、 様 々 な水 準 で参 加者 の利 害 関心 が あ る程 度 一致 す る必 要が あ る と考

える.からで あ る。 もち ろん、 最終 的 に は、 どの よ うに関心 の 一致 が形 成 され 定着 の成功 に至 るの か、 そ の

パ ター ンを取 り出 すべ きで あ るが、本 稿 で はそ の前段 階 と して、 特 に集 団的 な水準 で 関心 が どの よ うで あ

った か を大 まか に把 握 す る。 なお 、当 然 の こ となが ら、 本稿 で 見 て い く関心 は 、集 団が 持 つ 関心 の うち、

あ る問 題 に関 して切 り取 った一側 面 で あ り、 そ れぞ れの 集 団は各 々別の 関心 も有 してい る。 しか し、 本稿

が注 目す るの は、 臨床心 理学 と学 校 の 関係 、 ひ い ては臨床 心 理学 者 の対社 会 的活 動で あ る。 その た め、臨

床 心理 学 者が 社 会的 な地位 向上 の た め に行 って いた 活動(例 え ば最 も代 表 的 な もの と して 「臨 床 心 理士」

資 格の確 立)に 注 目 して、 臨床心 理学 者 の関心 を整理 す る こと にな る。

そ れで は以 下 、順 を追 って歴 史 的経 過 を見 て い こ う。2章 で は1度 目の試 み 、3章 で は2度 目の試 み 、4章

で は3度 目の試 み につい て それ ぞれ記 述す る。 これ らを もとに、5章 で全 体 の流 れ を整 理 し考 察 を行 う。

2.1度 目の試み:弱 い臨床心理学者

(1)文 部 省 の教師 カウ ンセラ ーへ の関心

まず 、文 部省 の1度 目 の試 み は、 ガ イ ダ ンス運 動 が盛 り上が った 時期(1950年 前 後)に 行 われ て い る。

第 一次 アメ リカ教 育使 節 団の来 日 とと もに始 ま る 「新教 育」 の気 運 にの って進 め られ た、 この ガ イ ダ ンス

運 動 は、流 行 といっ て もいい ほ どの広 ま りを見 せ た。 と同 時 に、心 理学 的 な知識 を も とに進 路相 談 や 問題

相 談 を行 うこ とを意味 す る 「カ ウ ンセ リン グ」 や 、そ れ を行 う人 を意味 す る 「カ ウ ンセ ラー」 とい った言

葉 が 、教 育界 で多 用 され る よ うにな って い く。 た だ し、 この時 期 の 「カウ ンセ ラー」 とは 、生徒 指 導 を担

当 す る教 師が カ ウ ンセ リ ングを行 う 「相 談教 師 カウ ンセ ラー」 を指 してお り、専 門職 としての カ ウ ンセ ラ

ー を学 校 に導入 す る とい う試 み は まだ見 られな か った。

さて、 この よ うな背景 を踏 まえ、文部 省 もカウ ンセ ラー の設置 構想 を進め てい った(時 事 通信 社1950)。

「生 徒 指 導主 事 」 とい う名称 で、生 徒 の 学校 内外 に渡 る行 動 と生 徒活 動 の指 導 を行 うカ ウ ンセ ラー を設 置

しよ うと したの であ る。 もちろ ん、そ こで は現 在 のス クール カ ウ ンセ ラーの よ うな専 門職 と して の カウ ン

セ ラーで は な く、 教 師が兼 任す る形 で の教 師 カ ウ ンセ ラーが期 待 され てい た。1950年11月27日 に は、 中等

教 育課 の提 案 で教 育刷 新 審議 会 にて 審議 が行 わ れ4)、 賛 成派 の委 員 に よって 「小 ・中 ・高等 学校 に(生 徒

指 導 を専 任 す る教 師 が)各 一 名 ない し二 名必 要 」 「責任 教 師 を計 画 的 に養成 す る ため に、 各 国立 大 学 に生

徒 指 導教 師養成 課程 を設 置す べ き」 「年 一 回の指 導 者 講習 を開 き養成 す るべ き」 な どの提 案 が行 われ てい

る。 しか し、同 審議 会 の委員 長 は 「大 学 で さえ う ま くい って ない 」 と反対 、結 局 その議 題 につ い ての 審議

はす ぐに終 了 してい る。全 体 と して、 教育 刷新 審 議会 が取 り上 げる問 題で は ない とい う雰 囲気 だ った よう

であ る。

だが 、 同様 の主 張 は文部 省 以外 の 集団 か ら も繰 り返 された 。1952年2月 、 都 道府 県 指導 部 課長 会議 が 陳

情 書(文 部 大 臣宛)を 、 同年9月 、都 道 府県 教育 長 協議 会 が研 究 結果 報 告書 と して教員 へ の カ ウ ンセ リン
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グの普及 とカ ウ ンセ ラ ー配置 の 法的 措置 要 求 を出 して い る(井 坂1954)。 また、 カ ウ ンセラ ーの養 成 や設

置が 法制 化 して い ない に も関 わ らず 、各都 道 府県 で は、 自主 的 に実 質的 な カ ウンセ ラー がお かれ始 め てい

た(井 坂1954)。 特 に神 奈 川県 は、1951年 か ら県教 育委 員 会が 生徒 指 導実 験校 を決 め、 カ ウ ンセ リング に

専 任 す る教 師 を設 置 して い た。1952年 に は早 くも、 あ る実 験校 にお ける 成果 報告 が な され てい る(広 田

1952)。 この ような状 況 の後押 し もあ って 、文 部省 は、1954年 の段 階 で は、 一旦 反対 され た とはい え教 師

カウ ンセ ラーの養 成 ・設 置 をあ きらめて はい なか っ た。井 坂(1954)も 、初等 中 等教 育局 中等 教育 課 を 中

心 に法制 化 を急 ぎつ つあ る と してい る。

(2)弱 い臨 床心理 学 者

では、 この時期 臨床 心 理学 者 た ちは どの よ うな活動 を行 ってい た のだ ろ うか。 当時 、 日本 には 「臨床 心

理学」 の 学会 は な く、臨床 心 理学 的知 を学 校 に広 め よ う とす る活動 を盛 ん に行 って いた のは、 主 に 日本 応

用心 理学 会 であ った 。 この 日本応 用心 理 学会 の活動 を見 る前 に、 まず 当時 の 臨床心 理 学者 集団 の組 織化 の

状 況 を見 て お こう5)。

初 め ての学 会 を冠 した 集 ま りは1951年 に誕生 した。 大阪 大学 医学 部精 神 医学 研 究室 を中心 と した 「臨床

心理 学 会」 で あ る6)。 しか し、 「や は り地 域 的 な偏 りを まぬが れ な か った 点 と、精 神 医学 者 か らの提 唱 に

な る学会 で あ っただ け に、心 理学 者 の側 か らの十分 な参加 と協 力 が得 られ なか った う らみが あ」 った(村

上1968,23頁)よ うで あ る。 日本応 用 心理 学 会 の臨床 心 理学 部 会 も1953年 に設立 され てい るが 、 「い ろい

ろ の事情 もあ って 、 その 活動 はあ ま り活 発 で は な く、 や は り東 京地 区 を中心 とす る地 方 活動 に とど ま り、

若 い、 そ して広 い領 域 にわ た る 臨床 心 理 学者 た ちの 期待 に十 分 こた える もの と はな らな かっ た」(村 上

1968,23頁)。 これ ら と同様 の 臨床心 理学 の研 究 会的 な もの は全 国各 地で 開 かれ てい たが 、 まだ臨床 心理 学

全体 をま とめあ げ る ような学 会 の設立 まで には至 って い なか った。

の ちに、日本 臨床 心理 学 会へ と発展 的解 消 す る京都 大学 教育 学部 を中心 と した 「関 西臨床 心理 学者 協 会」

は、 この よう な同人組 織 と しての研 究 会 や既 存 の学会 に対 す る不 満 か ら生 じた とい う。「臨 床心 理 学 にお

ける学 問 的研 究 ・理 論 的体系 の確 立 をめ ざすの み な らず 、職 能 団体 と して の意味 もこめ て、 ク リニ カル ・

サ イ コロ ジス ト自身の、 地位 の確 立 、待 遇 の改善 、資 質 の向 上 を 目標 に して の活動 を意欲 的 にすす め てい

こ うと意 図 した」(村 上1968,23頁)よ うで あ る。 しか し、 い ずれ にせ よ、1950年 代 前 半 の段 階で は、 ど

の 集 ま りも まだ活動 が開 始 した ばか りで あ った。

さて 、 この よ うに学会 が整 備 され て い ない状 況 の 中、 日本応 用 心理 学 会が 持 った 関心 も、文 部省 の 関心

に完 全 に迎合 す る弱 々 しい もので あ った7)。 日本応 用心 理学 会 は、1951年 の 第10回 国 会で衆 参 両院 の文 部

委員 会 に 「指導教 諭 設置 に関す る請 願」 を提 出 した の を皮 切 りに、1953年 の 第16回 国会 まで 、両 院あ わせ

て計6回 、 同様 の請願 を出 して い る。 そ の内容 は毎 回 ほぼ 同 じで あ る。例 えば、 請願 番 号1359号 、 応用 心

理 学会 会 長 ・盛 永 四郎 が 文 部委 員 会 に提 出 し、1951年3月12日 受 理 され た 「指 導教 諭 設置 に関す る請 願」

の 内容 は以 下 の通 りであ る。

「中学校および高等学校の教育においては、教科の教授以外に生徒指導が極めて必要とされている。

とりわけ、戦後の混乱 した社会、経済機構と教育制度の急変下においては、生徒の不良化傾向が大きく、

指導誘益の必要が痛感されているから、生徒に適切な教育的助言と指導を与えるため、この方面の専門

的教養を備えた教師即ち指導教諭を設置せ られたい」(第10回 参議院請願文書表(全),18頁:旧字体 ・旧仮

名遣いは筆者が直 した)

この内容から見る限 り、完全に文部省の関心にのっているが、特に文部委員会で省みられた様子はない。

委員会では専ら法案 レベルの審議が行われるので、請願はほとんど審議 されず、当時の議事録を見ても記

録は残っていない。ただ、請願でも社会的に関心を集めているテーマの場合は、議事録が残っていること

もある。よって、指導教諭設置という問題は当時それほど重要視されていなかったと考えられる。関係者

は熱心だが、一般にはそれほど臨床心理学的知の必要性は感じられていなかったというのが実情だったの
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だろう。

学会の未整備の状況と合わせると、まだ臨床心理学者は弱い立場であったことがうかがえる。

(3)教 師 カ ウン セラ ー法制化 の 失敗

さて、 当時無 力 だ った臨床 心 理学 者 の動 きは何 の 影響 を及 ぼす こ ともな く、結 局 の ところ 、文部 省 が進

め て いた教 師 カ ウンセ ラーの法 制 化 は果 た され なか った。自治体 によ っては カ ウ ンセ ラ ーを取 り入 れ たが、

全 国 的 な展 開 に まで は至 らなか った 。

後 の資 料(田 中教 育研 究所1964)は 、 この 当 時、 生徒 指 導主 事 の法 制化 が 実現 に まで至 らな か った理

由 と して 「技 術 が未 熟 で あっ た」 「資 格 や養 成機 関 に難 点が あ った」 「従 来の現 場 の教 員定 数 に余裕 が無 か

った」 の3つ を挙 げて いる 。 どの理 由 も もっ と もで は ある が、1950年 代 後 半 か ら、 ガ イ ダ ンス な どに代 表

され る新教 育へ の反 動 と もとれ る考 え方 が台 頭 して きた こ とも、背景 にあ る理 由 と して無 視 す る こ とはで

きな い。その反 動 とは、1950年 頃 に当 時の文 相 が修 身科復 活 ・道 徳教 育 の必 要性 を表 明 し始 めた ことか ら、

次 第 にそ の ような雰 囲気 が高 ま り出 した こ と、 そ して その よう な流 れ に反 発 して の 日教 組 が 「生 活指 導」

を展 開 した こ と、 この2つ で あ る。生 活指 導 に おい て は、生 活 綴方 運 動 に基 づ く指 導や 集 団主 義 的生 活指

導 ・学級 づ く りな どが 、実 践 と して報 告 された 。道 徳教 育 と生 活 指導 とい うこれ ら2つ の 考 え方 は、対 立

しあっ てい る もの の どち ら に しろ、 占領 下 にお け る新教 育 の 反動 で あ った と考 え られ る。 この よ うな 中、

1950年 代 後半 には既 に ガイ ダ ンス ブ ーム 的 な状 況 は収 束 し、学校 へ の 「カウ ンセ ラー」(生 徒 指 導教 師)

とい う形 での カ ウ ンセ リング知識 の 導入 は、全 体 的 には果 た されず に終 わって しま ったの であ る。

3.2度 目の試み:関 心の食い違い

(1)生 徒指 導主 事 の法 制化 に向 けて[文 部 省 の関心]

続 い て2度 目の試 み は、1964年 頃 に行 わ れて い る。 当時 「急 速 に増 加 して きた非行 少 年対 策 と して、 あ

るい は学 業不振 児 の対 策 として打 ち 出 された」(田 中教 育研 究所1964)文 部省 の生 徒 指導 構想 が 、生徒 指

導 主事 を中心 に進 め られ る こと にな ったの であ る。 田 中教 育研 究 所(1964)は 、今 まで進 まな かっ たカ ウ

ンセラ ー設置 の動 きが今 回進 展 した理 由 と して 、① 生 徒 数の 減少 と ともに教員 定 数 を上 回 る余 剰教 員 が 出

て きた、② 青 少年 の非行 が社 会 問 題 と して ク ローズ ア ップ された の2つ を挙 げ てい る。 この時 期 の臨床 心

理 学 会 の公 聴 会(日 本 臨床 心 理 学 会1966)で も、新 聞記者 が 「今 日の よ う に世 相 が 一見 平 和 に見 えて 、

しか も嫌 悪で不 安 に見 え る時 代 は、ほ とん ど一度 も経験 した こ とが ない よ うに思 い ます」と述べ た うえで 、

「最近 われ われ を驚 か しま した ライ フル少 年 とか、 古 くは ライ シャ ワー事 件 の少 年 とか、 ご く最近 で は吹

田 の団地 での 人妻殺 人事 件 、 それ か ら神 戸 の 中学 で遅刻 を して 先生 を殴 った少 年た ち、 あ るい は高 知で は

集 団で もって 、体 育祭 の時 に鶏 を人 の前 で丸 焼 きに した こ ど も、 同時 に皮 を向 いて 喜 んだ と言 う少 年た ち

が い ます」 と複 数の 少年犯 罪 を例 に あげ てい る。 この頃 は カウ ンセ リングブ ー ムで もあ り(野 島他,1965)、

多 少 現在 と状況 が似 てい た もの と思 わ れる。

文 部省 中等 教育 課教 科調査 官 ・飯 田芳郎 も、 生徒 指導 が教 育 界 の問題 とな った直 接 の きっか け は、明 ら

か に、 青少 年 問題 の激 増 で あ る と述 べ てい る(飯 田1964)。 と同 時 に、 「この方 面 の 関係 者 の多 年 の要望

で あ った生徒 指導 の専 任教 師(学 校 カ ウンセ ラー な ど)の 配 置 な どの課 題 に こた え よ うとす る配慮 で もあ

っ た」(9頁)と も続 けて い る。そ の飯 田 の言葉 どお り、心理 学 的 な専 門知識 を身 に付 けた教 師 を学校 に配

置す る とい う希望 は か なえ られつ つ あっ た。文 部省 は、① 研 究推 進 校 の指定 、② 資 料 の作成 、③ 講 習会 の

開催 の3点 か ら構 想 を推 進 。生 徒 指 導 の予 算 と して、1964年 度 の800万 円か ら一挙 に約3倍 の2334万 円 を

1965年 度 には要求 した。具体 的 には、生 徒指 導研 究 推進 校 と して、1964年 度62校 、1965年 度170校 を指定 。

2年 間 の継続 研 究が 行 われ た。 また、 文部 省 内 に 「生徒 指 導調 査研 究 会」 設 置 。手 引 き書 等 の作 成 も行 わ

れ た。 「精神 衛 生」 や 「面接 相 談 の理 論 と技術 」 の よ うな臨床 心 理学 的 科 目 ・他 を学 ぶ講 習 会 も2つ 開 か

れ た8)。 これ らの結 果、 「専 任 の生 徒 指導 主事 、 つ ま りカウ ンセ ラ ーが、 少 数 で はあ るが 、 ようや くの こ

とで誕生 す る」。(田 中教育研 究 所1964)
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しかし、「生徒指導担当者(専 任の)は 生まれているのに、その資格を規定する一 したがって、養成を

基礎づける法律も規定 も今のところない」(井坂1964,14頁)の が実情であった。これに関して井坂

(1964)は 、生徒指導担当者の最低教養 として、日本応用心理学会や日本教育心理学会が作成したカウン

セラー養成や心理技術者養成のカリキュラム試案が十分に参考になると述べている。文部省サイドは臨床

心理学者に期待しており、両者の関心が一致することも十分にあり得る状況であったと考えられる。

(2)資 格認定制度の確立に向けて[臨 床心理学者の関心]

その頃、日本応用心理学会や日本教育心理学会など心理学関係の諸学会では、心理技術者養成とその認

定機関の発足を計画し始めていた。つまり、「専門家」としての地位獲得のため、資格認定制度の確立を

目指し始めたのである。1962年 には日本教育心理学会 ・日本心理学会 ・日本応用心理学会の3学会が合同

で 「心理技術者認定案起草委員会」を設立した。1964年 に、関西臨床心理学者協会が発展的に解消 して設

立された日本臨床心理学会も、設立当初から資格制度確立のための業務を中心的に担う 「職能局」を設け、

資格問題に関して熱心に取り組んだ。起草委員会から発展した 「心理技術者資格認定機関設立準備会」に、

この日本臨床心理学会も参加し、養成と資格化のために尽力した。

その結果、1966年7月31日 には、心理技術者資格認定機関設立準備会最終報告(心 理技術者資格認定機

関設立準備会1966)が 提出されている。それによれば、心理技術者の資格名称は 「臨床心理士」が第一

候補で、資格要件としては大学院卒業後ほぼ1年に相当する臨床経験が求められており、ほぼ現在の臨床

心理士と変わらない条件になっている。さらにその最終報告を踏まえて1967年11月25日 には、心理技術者

資格認定委員会設立総会が開催され、1969年10月1日 の同委員会の業務開始と1969年12月1日 の 「臨床心理

士」の資格認定の受付開始が既に計画されていた。よって、当時の臨床心理学関係諸学会は、生徒指導主

事の養成カリキュラムや業務内容に口を挟むことも可能ではあった。さらに踏み込めば、専門職カウンセ

ラーの学校への配置という現在と同じ形態も可能だったのかもしれない。しかし、結果として資格認定業

務開始は延期 ・中断されることとなり、学校との強い関わりを持つことは不可能となってしまった。資格

認定業務中断の理由としてはいくつか挙げることができるが、資格認定の中心的役割を果たすようになっ

ていた日本臨床心理学会での学会改革の動きと資格制度自体が抱えていた問題が特に大きかったと考えら

れる。

(3)日 本臨床 心理 学会 の解 体

1960年 代 末 、 日本 臨床 心理 学会 で は 、学 会改 革 派 の 会員 を 中心 に、 「国又 はそ れ に認 め られ る団 体 に よ

って与 え られ る資 格制 度 は、 ほ ん とう に 『病 者』 『障 害者 』の た めの もの か、又 は 『病 者』 『健常 者 』が 同

じ土俵 で 共 に生 きる こ とに役 に立 つ の か」9)と い う疑 問 をベ ース に、 専 門性 と資 格 の 問題 を分 け て考 え

る こ とが訴 え られ 始 め た。 そ して心 理技 術 者資 格 認定 問題 を契機 に、1969年 の第5回 日本 臨 床心 理 学会 名

古屋 大 会 で学 会 の基本 姿 勢 をめ ぐ り一 部会 員 と理 事 会 の対 立が 表面 化 す る。 「心 理 臨床 の 『充実 』 の ため

の 国家 資格 を求 め る動 きの 中で、 心理 臨床 、 臨床 心 理学 そ の ものが どうなの か、 ク ライエ ン トと言 わ れ る
"さ れ る側"に 本 当 に役 立

ってい るの か、 根源 的 な疑 問 が 出 されて きた。 そ して、 『資格 ・専 門性』 の批 判

的 とらえ か え し、 とい うこ とが改 革 の大 きな テー マ とな って い った」10)。これは、 当 時の 大学 紛争 や 医療

告発 の 余波 で あっ た と考 え られ るが、 結 局、1971年 に は理事 会が 解散 、学 会改 革委 員 会 の発 足 を見 る こと

とな った。

結 果 、1969年 に ほぼ資 格化 され るこ とが 関連学 会 で決 定 して いた 「臨床 心理 士」 の 資格 認定 の動 きは ス

トップ し、 日本 臨床 心理 学会 自体 もア カデ ミ ック さを失 って い くこと になる11)。実 質 的 に、特 に資 格 問題

に熱心 だ った大学 関係 者 を 中心 とす る臨床 心理 学 者 は、活 動 の場 を失 うこ とにな って しまった。

(4)資 格制度をめぐる関心の食い違いとその結末

このような社会運動的な活動による資格批判 ・学会改革が始まったことに加え、心理技術者資格が一定

の水準と実効力をもてなかったことも、中断へとつながる原因となった。まず、資格の水準を維持するた
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めの養成と審査の問題が十分に解決していなかったことが挙げられる。大学院卒業後の臨床経験における

スーパーバイズの問題(ス ーパーバイザーを誰にするか等)で さえ、統一の見解には至っていなかった

(日本臨床心理学会1968)。 しかも、その資格には社会での実効力がなかった。

病院で働く臨床家にとって、最 も関心が高い 「身分法の制定はいつになるのか」という問題だったが、

そのことについて心理技術者(仮 称:臨 床心理士)の 資格認定を進めていた臨床心理学会の職能局は、具

体的な回答ができなかった。臨床心理士の資格認定と研修制度をめぐってのパネルディスカッションで、

病院で働 く臨床家にそのような質問をされた大塚義孝氏(当 時の臨床心理学会職能局メンバー)は 、身分

法の制定はなかなか難しいということを暗に示 した上で身分法の制定以外の、臨床心理士資格の実効性を

高める解決策を述べている。

「一つ の方 法 と して 、精神 病 院 で ベ ッ ト数 が50以 上 の と ころ に は、臨 床 心理 学 会 の正会 員 以上 の 人 な ら

ばい い とい う ような、次 官通 達 の よ うな形 でで も、適 用 さす とい う こ とも考 え られ ます 。 もっ と も、法

制化 以前 の問題 か もしれ ませ んが… … そ うい う こ とをや ります と、50ベ ッ ト以 上の ところ に、 いわ ゆ る

日本 臨床 心 理学 会認 定 の臨床 心 理士 をおか な くて は な らない とい う こ とにな り、半 歩で も前 進す るので

は ないか と考 えて お ります」(日 本臨 床心 理 学会1968,322頁)

しか し、 この方 法 の実現 も実際 には難 しかっ た。 この よ うな次 官通 達 を狙 うな ら接 触す べ きは厚 生省 と

なるが 、臨床 心理 業務 は医 師法 に抵触 す る可 能性 が あ った うえ、 前厚 生省 児童 局 長で 当時 参議 院議 員 の黒

木利 克氏 に よれ ば 「厚 生省 の内部 で もこの(心 理 療法 の)効 果 につ いて は、 まだ まだ疑問 を持 ってい る方

が多 」(日 本 臨床心 理学 会1966,322頁:(カ ッコ)内 筆 者)か っ た。結 局、 この よ うな代 案 も実現 で きず、

資格 を とって も どうな るわ けで もな い とい う、 非常 に実効性 の な い状態 にな って しまったの であ る。

ところで 、 この大塚 義 孝氏 は 、現在 の心理 臨床 学 会 の臨床 心理 士 の資格 認 定業 務 やス ク ール カウ ンセ ラ

ーの配 置 をめ ぐる文 部省 との折衝 で も中心 的役 割 を果 た してい るが 、 こ こで精神 病 院 に対 して とられ よう

としてい たア イデ ィアは、現 在 、対 象 を学校 に変 えて実行 され つつ あ る。 これ は、現 在 の心理 臨床 学 会が

進 め る 「臨床 心 理士 」 と当 時の 「臨床 心 理士 」 が 同 じよ うな アイ デ ィアの もと に制度 化 され よ うと して い

る こ とを示 してい る。今 回の学校 で の成 功 を見 れ ば、 当時 も学校 で この アイ デ ィア を進 め れば 良か った の

か も しれ ない と思 え る。 しか し、 当時 、資格 化 に際 し臨床 心 理 学会 職 能局 が まず念 頭 に置 いて いた の はあ

くまで も病 院で の地 位確 立 であ った 。1度 目 ・3度目 とは異 な り、 病 院が まず 関心 の対象 だ った ので あ る。

臨床 心理 学会 な どが 資格 問題 に関 して ほ とん ど機 能 しな くなっ て しま った こ と、 臨床 心理 学会 職 能局 の

関心 が病 院 に向い て いた こ と。 そ の よ うな こ とか ら結 局、学 校 と臨 床心 理 学 の関係 は曖 昧 な まま法制 化 は

進 んでい くこ ととな った。1975年 には 「学校 教 育法施 行規 則」 改 正(文 部 省令 第41号)で 、中学 校及 び高

等学校 に 「生徒 指導 主 事 を置 く もの とす る。た だ し、特 別 の事 情 のあ る と きは、 これ を置 か ない こ とが で

きる」旨が 定め られる。それ は特 別、大学 や大 学 院で の心理 学 的 な養成 カ リキュ ラム を含 む わ けで はな く、

結 果 と してそ の性格 も、教 職員 間 の連絡 調 整 な どの リー ダー的 機能 が 強調 され、臨 床心 理学 との関係 が弱

い もの にな ってい くの であ る。

4.3度 目の試み:陽 心伽 致

(1)臨 床 心理 学 者の 関心 の移 動:病 院 か ら学校 へ

3度 目の試 み は、臨床 心理 学 者 の先行 に文 部省 が 引 きず られ る形 で、1980年 代 半 ばか ら始 ま る。

1970年 代 に入 っ て停 滞 して しま った 「臨床 心理 士」12)資 格化 に向 け ての 活動 が 再 開す る の は1982年 の

日本 心理 臨床 学 会設 立時 か らで あ る。旧 臨床 心理 学会 の理 事 会 の メ ンバ ーが 中心 とな り'設立 され た心 理臨

床学 会 は、 その設 立 当初 か ら職 能委 員 会 を設 け、資 格化 に向け て努 力 した 。

心 理臨床 学 会 は、当初 主 に厚生省 関係 に対 してア プローチ を行 って いたが 、あ ま りうま くい かな かっ だ3)。

そ こで 、ig85年 に 「今 後 は厚 生 省 の みな らず 、文 部省 に も働 きか け る こ とが 確認 され」(日 本心 理 臨床 学
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会1985,92頁)、 文 部 省 の審議 会で 多 く委 員 を務 め る河合 隼 雄 氏が 中心 とな り、 文部 省 の 臨教 審へ の働 き

か け を行 っ た。結 果、教 育 改革 に関す る臨教 審の 第二次 答 申で、 カ ウ ンセ ラーの資 格 制度 につい て早急 に

検 討 をすす め る こ と との記 載 を得 てい る(日 本 心 理 臨床 学 会1986)。 この 頃 か ら文 部 省 の3度 目、 つ ま り

今 回の専 門職 と して の カウ ンセ ラー の導入 の試 み が 開始 され る。 実際 、 この段 階 で既 に専 門職 カウ ンセ ラ

ー の導 入が 文部 省 に よって も検討 され てい たが 、予算 措 置が 不可 能で あ っ たため 、実現 す る ことがで きな

か った14)。

しか し、も しこの と き実現 されて い る と、そ れは失 敗 にお わ った か も しれ ない。1985年 の段 階で は まだ、

臨床心 理 士の 養成 が十分 で は なか った か らで あ る。心理 臨床 学 会が 中心 とな って 日本 臨床 心理 士資 格認 定

協 会設 立準 備 委員 会 を発 足 したの が1986年 、 実際 に 日本 臨床 心 理士 資格 認 定協 会 が設立 され認 定 を開始 し

た のは1988年 で あ る豊5)。翌1989年 には 、元文 部 次官 の木 田 宏氏 を設 立発 起 人 に加 え、 医師 会 を模 した臨 床

心 理士 会 が発 足、 続い て1990年 には臨床 心 理士 資 格認 定協 会 が文部 省 の財 団法 人 と して の認可 を受 け る こ

ととな った。 ここに文部 省 とのつ なが りは明確 な もの とな り、学 校 へ の臨床 心理 士 導入 の ため の地 盤が 固

ま る ことに なる。

(2)ス ク ール カ ウ ンセラ ーの制 度化 に向 けて

そ して、1995年 には、 ス クール カ ウ ンセ ラー活用 調査 研 究委 託事 業 が実験 的 に開始 され、 主 に臨床 心理

士 が派 遣 され る こ ととな った。 少子 化 の影響 か ら、必要 経費 が減 った り、 カ ウ ンセ リン グル ーム に転 用 で

きる余 裕教 室 が増 えた り した ため 、1985年 の段 階 では難 しか った予 算 の都合 もつ きやす くな った と考 え ら

れ る。1998年 には 、未 だ医 師や他 の心 理 関係 学会 等 か らの反対 もあ る ものの、中央教 育 審議 会 の報告 で は、

ス クー ル カ ウンセ ラー事 業 の拡 張 ・公 立 中 学 に対 す る 「心 の教 室(カ ウ ンセ リング ルー ム)」 の 整備 ・教

員 の カウ ンセ リ ング研修 のた めの予 算計 上 な どが うたわ れ、 それ と同 時 に臨床 心理 士 の国家 資格 化 や大 学

院 の拡充 の必 要性 が説 か れて い る。 また 、2000年 度か らは、心 理学 関係 諸 学会 か ら多 くの 反対 を受 け なが

ら も大学 院 指定 制16)が 強行 され、 同時 に、 文 部省 が新 学科 抑 制 か ら 「臨床 心 理 学科 」等 を除外 したた め、

これか らしば ら くの 間 は、 ます ます学 校 とい うフ ィール ドにお ける臨床 心 理士 の 活動 が活発 にな って い く

と考 え られ る。既 に述 べ た よ うに、 ス クール カウ ンセ ラー も制 度 化 され る見込 み であ る し、 臨床 心 理学 的

知 の学校 への 導入 は、 この 臨床 心理 士 を通 して、 当面成功 して い くように思 われ る。

5.ま とめと今後の課題:「 翻駅の社会学 」へ

(1)歴 史的経 過 の ま とめ

ここ まで 述べ て きた歴史 的 経過 を簡単 に ま とめた もの が表1で あ る。1度 目 ・2度目 と3度 目の最 も大 き

な違 い は、文 部省 が専 門 職 と しての カ ウ ンセ ラー を学校 に導 入 しよう とす る関心 を持 つ か否 か とい う点 に

あ る。 臨床心 理学 者 らは既 に1950年 代 後 半 には、 専 門職 と して の カウ ンセ ラー を養成 してい く方 向 に傾 い

て い るが且7)、』どの対 象(場)に 最 も関 心 を持 つか とい うこ とは時期 ご とに異 な ってい る。1度 目 と3度 目は

学校 とい う対 象 、2度 目は病 院 とい う対象 に関心 を持 ってい た こ とが わ か った。 そ して3度 目の今 回、初 め

て 、 「専 門職 と して のカ ウ ンセ ラー を学 校 に導 入 す る」 とい うこ とで、 文部 省 と臨床 心 理学 者 の 関心 が一

致 して い る。今 回 の臨床 心理 学 的知 の学校 へ の導 入 の成功 は、 この両 者 の関 心の 一致 に よる ところが 大 き

いo

た だ、 もちろん 、1度 目の初 期 の段 階 で も、 「教 師 をカ ウンセ ラーにす る」 とい う形 で 文部 省 と応用 心理

学 会 の関心 は 一致 して お り、関心 の一致 だ けで事 態 の成 否 を説 明す る のな ら、 この段 階 で 「教 師の カ ウ ン

セ ラー」が 成立 しない のは おか しい 。 しか し当 時、 臨床 心理 学 の学会 はま だで きて お らず、 応用 心理 学会

が 臨床 心理 学者 の 関心 を汲 み きれ てい たか とい う と決 して そ うで はな い。集 団 レベ ルで の 関心 の一致 を断

言 で きる ほ ど、臨床 心理 学者 の集 団 は ま とま りを持 って お らず、非 常 に弱 い存在 に過 ぎな か った。さ らに、

それ ゆ え文 部省 の 関心 を引 くよ うな魅力 的 な条 件(例 えば 、生徒 指 導が 十分 にで きる人 材 を安 く大量 に提

供 で きるな ど)を 提 示 す る こと もで きなか っ た。 この 当時 は、 カ ウ ンセ リ ングブ ーム ともい える よ うな後
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の2回 に比べ て 、社 会 的 関心 も低 く、 そ の よ うな別 の要 因 もあ って、 結 果 的 に失敗 して しまっ たの で はな

いか と考 え られ る。

また、2度 目の試 み の際 に も、文 部 省 は生徒 指 導担 当者 の最 低教 養 と して心 理技術 者の 養成 カ リキ ュ ラ

ム に注 目 してお り、 「専 門職 と して の カウ ンセ ラ ー を学 校 に導 入 す る」 とい う今 回 と同 じ方 向で 両者 の関

心 が 一致 す る可能性 が 全 くなか った わけで は ない。 臨床 心理 学 者 も学 会が で き、資 格認 定業 務 も開 始直 前

まで こ ぎっ け てい た。1度 目 よ りは るか に強 くな って いた の であ る。 しか しそ の時 、 臨床 心理 学 者 の関心

は病 院 に向い てお り、 また ほ どな く学 会 も解 体 して しま った こ とか ら、結 局、 両者 の 関心が 結 びつ くこ と

はな かっ た。

今 回 の3度 目の試 み は 、 臨床 心 理 学 者 の ア プ ロ ー チ か ら関心 の一 致 に 向 けて の 作 業 が始 ま っ て い る。

1985年 に心 理 臨床 学会 が文 部省 へ の ア プロ ーチ を開始 した直後 に、 文 部省 の見 解が 専 門職 と しての カウ ン

セ ラー を導 入 す る方 向 に傾 い てい る。 どの よう に互 い の関 心が 一致 してい ったの か、 その詳 細 は本 稿 で見

た限 りで は わか らな い。 わか るの は、 関心 が一 致 し制度 的成 功 に向 けて展 開 しつつ あ る とい う ことだ けで

あ る。

他 の2回 の試 み につ い て も言 え る こ とだが 、本 稿 で 見 た のは 非常 に限 られ た集 団 につ い て のみ で あ り、

しか も全体 を見 通 す こと を重視 して いる ので、 関心 の推 移 の詳 細 は全 く追 えてい ない 。今 後 は、詳 細 を把

握 す る こ とに努 める必 要 が ある だろ う。 さ らに、関 心 の一致 の 形成 ・定着 パ ター,ンを説明 す るため の理論

を持 つ必要 が あ る。

表1歴 史的経過の まとめ

臨床心理学的知の

学校への導入

1度 目:1950年 代
2度 目:1960年 代 半ば頃

～1970年 代半ば頃

3度 目:1980年 代半ば頃

～2001年 現在

緻 失敗 成功(し つつある)

文部省の関心

●教師をカウンセラーにする

「生徒指導教師」の設置を目指

すがかなわず。

●教 師をカ ウンセラー にする

「生徒指導主事」の設置 を目指

し、1975年 に法制化 、

●専門職 としての

カウンセラーの導入

スクールカ ウンセ ラー事叢

臨床心理学の学会
なし あ り。ただ し1969年 に

事 実上解体

あ り

臨
床
心
理
学者

の
関心

関心の主体
同本応用心理学会 日本臨床心理学会

(1964年 設立)

日本心理臨床学会

(1982年 設立)

関心の対象
報 繊 当初病院、1985年 以降 は

主に学校

関心

●教師をカウンセラーにする ●専門職としての

カウンセラーの確立

●専門職としてのカウン

セラーの病院への配置

●専門職 としての

カウンセラーの確立

●専門職としてのカウン

セラーの学校への配置

(2)翻 訳 の社 会学 へ

この 「関心」 に注 目 し、参加 者 の関 心の 一致 に よ ってあ る もの ご とが成 立す る と考 え るのが 、科 学社 会

学 の一 理 論 で あ る ア ク タ ー ネ ッ トワ ー ク理論(ActorNetworkTheory)で あ る。 別 名 、 翻訳 の社 会学

(Sociologyoftranslation)と も呼 ばれ てい る(Callonl986,Latour翻 訳1999)。 通 常 アク ターネ ッ トワ ーク

理論 で は、 ある ア ク ターが他 の アク ター の利害 関心 を 自分 の利 害 関心 に 同一化 してい く過程 を 「翻訳 」 と

して 注 目す る。 「翻訳(mnslation)」 とは、 端 的 に言 えば 、あ る関 心 を別 の 関心 に置 き換 える こ とを さす。

例 えば、文 部省 が 「い じめや不 登校 を解 決 したい」 とい う関心 を もって い る場 合、 実 際 には とるべ き方 策
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は無 限 にあ るが 、 そ の関心 を 「臨床心 理 士 をス クール カウ ンセ ラ ー と して 各校 に配 置 す る」 とい うあ る1

つ の関心 に置 き換 え る とい う よ うな作 業 が 「翻訳 」 と呼 ばれ る 。置 き換 える こ とに よっ て、 「臨床 心 理士

の スク ール カ ウ ンセ ラ ー」 は学 校 にとって必 要 不 可欠 な もの、 つ ま り制 度 となる ので ある。 どの よ うに関

心 を置 き換 えて い くか、そ の戦 略 には稚 拙 な ものか ら巧 み な もの まで 幾 つか の種 類 が あ る とされ てい る。

本稿 で述 べ た3度 の試 み も、 「翻訳 」 としての そ のパ ター ンには違 いが あ った ので は ない だろ うか。 臨床

心 理学 者集 団 を行 為主 体 と して見 た場合 、 関心 の一 致 の させ 方 が変化 してい る ように思 われ る。1度 目は 、

弱 さゆ え相 手 の関 心 に単 に迎合 す る とい う稚 拙 な もの であ っ た。2度 目は、専 門職 と して の地位 を確 立 し、

それ に相 手 の関 心(2度 目の場 合厚 生省)を うま く誘 導 して こ よ うとす る もので あ った 。3度 目 は、2度 目

と同 じよ うに振 舞 うだけで な く、 さらに次 第 に 自 らの 関心 に近 い方 に多 くの学校 関係 者 の関 心 を引い て い

る。例 えば、文 部省 と臨床 心理 学者 の連 携 が固 まった直 後 の1992年 に だ された、 文部 省 の 「不 登校 は誰 に

で も起 こ りうる」 とい う見 解 は、 「病気 の生徒/健 康 な生徒 」 とい う区別 をな く し、全 員 を潜在 的 に臨床

心 理学 の対 象 と し、 ス クール カ ウ ンセ ラー と して学校 に臨床 心理 士 をお く必 然性 を高 め た。 新 しい集 団 を

考 案 す る こ とで 、新 しい関 心 を作 る とい う戦 略 は、1度 目の試 み の時期 か らす れ ば、随 分巧 みな もの で あ

る と言 えるだ ろ う。

「翻 訳」 が次 第 に稚 拙 な ものか ら巧 み な ものへ と変化 して いっ てい るので はない か。 そ して その結 果 と

して今 回の成功 が あ るので は ない だ ろ うか 。現 時点 で は仮説 に過 ぎな いが、 今後 はこの 「翻訳 」 とい う作

業 に注 目 して 、臨床 心理 学 的知 の学校 へ の導 入 につ いて 、 さ らに詳 し く見 て い きたい。

【注 】

1)具 体的に何 を指すか を端的に示す ことは難 しく別稿 を要す。本稿では仮 に臨床 心理学を専 門とする学者集団の

持つ知識や考 え方 ・態度な どを指す こととす る。

2)2001年1月6日 か ら省庁再編のため、文部科学省 。ただ し本稿では、省庁再編以前の資料 を用 いて論文 を作成 し

ているため、文部省 で名称 を統一 している。

3>財 団法人 日本臨床心理士 資格認定協会所有の 「臨床心理士資格取得 者数の推移(平 成12年10月17日 現在〉」表

よ り。 ただ し、各年度 ごとの認 定者数(累 計)は 、同協会が毎 年発 行 して いる 「臨床 心理士 になるために」

(平成12年 で第13版)で も確認可能。

4)審 議の内容 については、教育刷新審議会第三十四 回総会議事速記録(日 本近代教 育史料研 究会1996)参 照。

5)学 会設立以前の状況については、臨床心理学 の学会前史 について言及 している佐藤 ・溝 口(1997)を 参考 に、

学会設立前 の同人的集 まりの成立 とそれぞれの位置付 けについて述べ ている村 上(1968)の 見解 を加えてまと

めている。

6)佐 藤 ・溝ロ(1997)は この名称 が 「臨床心理学会」で あった としているが、村上(1968)で は 「関西臨床心理

学会」 となっている。

7)日 本応用心 理学会 の動向 については、学会設立以降の歴 史をまとめた 日本応用心理学会(1998)を 参考に して

い る。

8)「 生徒指導講座」(全2週 間程度。各都道府 県教育委 員会推薦 に よる指導主事 ・教頭 クラスが対象)と 「生徒指

導主事講座」(全2ヶ 月程度。研究推進校の生徒指導担当者が対象)。

9)学 会改革以来 こだわってきた こととして、学会改革以降の主張 を佐藤(1989).が まとめた。

10)当 時 を振 り返 っての改革側の山下(1995)の 記述(18頁)。

11)改 革以降、 日本臨床心理学会は病 院を主なフィール ドとした現場中心 の学会へ と変貌、規模 を縮小 してい く。

12)1966年 の心理技術 者資格認定機 関設立準備 会最終報告の段 階では仮称 。

13)厚 生省で資格化の問題 を扱 う場 合、問題 となるのが臨床心理士の職務 が医師法 に抵触する可 能性があ るという

ことであった。

14)文 部省審議官の富 岡賢治 は、「ス クールカ ウンセ ラーの実際」 という本 の巻頭鼎談の中で、1985年 に専 門職カ

ウンセラーの導入が検討 されたが、予算措置が不可能であったことな どによ り実施で きなかった と発言 してい

る(大 塚1996)。
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15)こ の臨床心理士資格は、旧臨床心理学会が考 えていた仮称 「臨床心理士」 と同 じく大学院修士課程の卒業 を要

件 とす る、 ほぼ医師 と対等な形での資格化 を目指 した ものであった。

16)一 定の条件 を満 たした大学院 を指定校 とし、その大学院の出身者 にのみ臨床心理士 の受験資格 を与える とい う

制度 のこと。 この指定校制で特 に反発 をかっているのは、実質一学会が カリキュラムを指定 していること。指

定 を受けるためには、専攻の担当教員 に臨床心理 士資格 を有 している者 が一定 数必要 であ ること。 この2点 で

ある。

17)1950年 代後半 には日本応用心理学会 を中心 として以下の ような、専 門職 と してのカウ ンセラー を目指 す活動が

行 われている。1955年 、「心理技術者養成教育課程案」 と養成 に関す る 「意見書」の各大学への送付 。1959年 、

専 門家のカウンセ ラーを学校 に置 くカ ウンセリング制度の設置 を要望す る 「高等学校 の道徳教育 に関する意見

書」の文部大臣への提出。
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TheIntroducingProcessofClinicalPsychologicalKnowledge

totheSchoolSysteminPostwarJapan

YASUDA,Naomi

RecentlyClinicalPsychologicalKnowledgeisspreadinginJapaneseschoolsthroughschoolcounselors.

Thepulposeofth孟spaperistoshowaspreadingprocessofClinicalPsychologicalKnowledgehistorica1蓋yinthe

Japaneseschoolsystem.TheMinis㍑yofEducationhastriedtointroduceClinicalPsychologicalKnowledgetothe

schoolsystemthreet孟mesinpostwarJapan.Thefirsttrialisintheearlyl950s,thesecondisinthelnid-1960sand

thethirdisafter1980s.Thethirdtrialgoesonnow.Althoughfirstandsecond面alf鉦i蓋edtointroduceClinical

PsychologicalKnowledgetotheschoolsystem,thethiKhrialiscompletingbyestablishmentofschoolcounselor

system・

Inthispaper,Igaveordertothehistorica玉pr㏄essofthesetrialsffomaperspectivetof㏄usoninterestsof

theMinistryofEducationandclinicalpsychologists.Thenthef6110wingresultswereobtained:Inthefirsttria1,

clinicalpsychologistscouldnotunifytheir孟nterestsb㏄ausetheirspecials㏄ietywasnotestablished.Inthesecond

trial.clinicalpsychologistswasinterestedinestablishingthepositioninhospitalsnotinschoolssothattheinterestof

clinicalpsychologistswasenhrelydiffbredfromoneoftheMinis㍑yofEducation.Inthethirdtria1,bothinterests

agreedonintroducingspecialisticcounselorstotheschoolsystem.Theseresultsimpliedthatthemeansfbrthe

agreementofmutualinterestshadbeencomplicatedgradually.


